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昭和十六年当時は、貸し主の側に使用の必要性があ
れば借り主の側の事情を考慮することなく立ち退き
を求めることができるというのが絶対的な条件に
なっていた

永井 政府委員
第121回
衆議院法務委員会2号

P36

「土地所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合」というこの事由
は、前回も御説明いたしましたように当時の解釈としてはこれは絶対的な事
由でございまして

永井 政府委員
第121回
衆議院法務委員会3号

P50

当時の解釈といたしましては、みずから使用する場合ということはこれは独
立の絶対的事由でございまして、借りている側がどういう事由であっても貸
している側にその使用の必要性があれば、これはすべて絶対的な事由として
明け渡しを認める

永井 政府委員
第121回
衆議院法務委員会2号

P22

当時は文字どおり地主がみずから使用する必要性があればもうそれだけで土
地は返してもらえる

清水 政府委員
第121回
衆議院法務委員会3号

P63

自ら使用することを必要とする場合…正常なると云ふ事由に嘗ります場合の
其の一は、土地叉は建物を自分の家族叉親族に使用せしむるの必要ある場合

坂野 政府委員
第76回帝国議会貴族院
借地法中改正法律案
特別委員会5号

P01

土地叉は建物を自己の家族、又は親族に使用せしむる必要がある場合、家族
が増加して家を分けなければならぬ必要のある場合

坂野 政府委員
第76回帝国議会衆議院
借地法中改正法律案
外一件委員会4号

P06

❶ 絶対的 に関する発言のインディックス
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